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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年12月19日(2013.12.19)

【公開番号】特開2012-227453(P2012-227453A)
【公開日】平成24年11月15日(2012.11.15)
【年通号数】公開・登録公報2012-048
【出願番号】特願2011-95619(P2011-95619)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/042    (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  23/16     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/3415   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｒ
   Ｃ０８Ｌ  23/16    　　　　
   Ｃ０８Ｋ   5/3415  　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月31日(2013.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の要件ａ１）およびａ２）を満たすエチレン・α－オレフィン共重合体１００重量
部に対し、下記一般式（１）の低分子量ヒンダードアミン型光安定剤０．０１～１．０重
量部と、高分子量ヒンダードアミン型光安定剤を０．０１～１．０重量部を含むことを特
徴とする太陽電池封止材。
　ａ１）得られるシートの、ＡＳＴＭ Ｄ２２４０に準拠して測定されるショアＡ硬度が
６０～８５である。
　ａ２）ＡＳＴＭ Ｄ１２３８に準拠し、１９０℃、２．１６ｋｇ荷重の条件で測定され
るＭＦＲが１０～５０ｇ／１０分である。
【化１】

　（前記一般式（１）中、Ｒ１，Ｒ２は、水素、アルキル基を示し、Ｒ１とＲ２は、同一
であっても異なっていてもよい。Ｒ３は、水素、アルキル基、アルケニル基を示す。）
【請求項２】
　前記エチレン・α－オレフィン共重合体が以下の要件ａ３）およびａ４）を満たすこと
を特徴とする請求項１に記載の太陽電池封止材。
　ａ３）エチレンに由来する構成単位の含有割合が８０～９０ｍｏｌ％であるとともに、
炭素数３～２０のα－オレフィンに由来する構成単位の含有割合が１０～２０ｍｏｌ％で
ある。
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　ａ４）ＡＳＴＭ Ｄ１５０５に準拠して測定される密度が８６５～８８４ｋｇ／ｍ３で
ある。
【請求項３】
　前記エチレン・α－オレフィン共重合体がエチレン・α－オレフィン・非共役ポリエン
共重合体であり、且つ以下の要件ａ５）を満たすことを特徴とする請求項１に記載の太陽
電池封止材。
　　ａ５）エチレンに由来する構成単位の含有割合が８０～９０ｍｏｌ％であるとともに
、炭素数３～２０のα－オレフィンに由来する構成単位の含有割合が９．９９～１９．９
９ｍｏｌ％であり、且つ非共役ポリエンに由来する構成単位の含有割合が０．０１～５．
０ｍｏｌ％である。
【請求項４】
　前記エチレン・α－オレフィン共重合体１００重量部に対し、シランカップリング剤０
．１～５重量部と、架橋剤０．１～３重量部と、が含まれる請求項１～３のいずれか一項
に記載の太陽電池封止材。
【請求項５】
　前記太陽電池封止材には、前記エチレン・α－オレフィン共重合体１００重量部に対し
、更に紫外線吸収剤および耐熱安定剤からなる群より選択される少なくとも一種が０．０
０５～５重量部含まれる請求項４に記載の太陽電池封止材。
【請求項６】
　前記太陽電池封止材には、前記エチレン・α－オレフィン共重合体１００重量部に対し
、更に架橋助剤が０．０５～５重量部含まれる請求項５に記載の太陽電池封止材。
【請求項７】
　前記架橋剤の１分間半減期温度が１００～１８０℃の範囲にある請求項４～６のいずれ
か一項に記載の太陽電池封止材。
【請求項８】
　前記エチレン・α－オレフィン共重合体の、重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（
Ｍｎ）との比で表される分子量分布Ｍｗ／Ｍｎが１．２～３．５の範囲にある請求項１～
７のいずれか一項に記載の太陽電池封止材。
【請求項９】
　シート状である請求項１～８のいずれか一項に記載の太陽電池封止材。
【請求項１０】
　請求項９に記載の太陽電池封止材の製造方法であって、
　前記エチレン系樹脂組成物を、溶融押出成形にてシート状に成形することを含む太陽電
池封止材の製造方法。
【請求項１１】
　表面側透明保護部材と、
　裏面側保護部材と、
　太陽電池素子と、
　請求項９に記載の太陽電池封止材を架橋させて形成される、前記太陽電池素子を前記表
面側透明保護部材と前記裏面側保護部材との間に封止する封止層と、
を備えた太陽電池モジュール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明者らは上記課題を達成すべく鋭意検討した結果、ＭＦＲ、及び得られるシートの
ショアＡ硬度が所定の要件を満たす特定のエチレン・α－オレフィン共重合体と、一般式
（１）の低分子量ヒンダードアミン型光安定剤と、高分子量ヒンダードアミン型光安定剤
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を用いることにより、透明性、柔軟性、接着性、耐熱性、耐候性、架橋特性及び押出成形
性等の諸特性に優れる太陽電池封止材が得られることを見出し、本発明を完成するに至っ
た。即ち、本発明によれば、以下に示す太陽電池封止材が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　［１］　以下の要件ａ１）およびａ２）を満たすエチレン・α－オレフィン共重合体１
００重量部に対し、下記一般式（１）の低分子量ヒンダードアミン型光安定剤０．０１～
１．０重量部と、高分子量ヒンダードアミン型光安定剤を０．０１～１．０重量部を含む
ことを特徴とする太陽電池封止材。
　ａ１）得られるシートの、ＡＳＴＭ Ｄ２２４０に準拠して測定されるショアＡ硬度が
６０～８５である。
　ａ２）ＡＳＴＭ Ｄ１２３８に準拠し、１９０℃、２．１６ｋｇ荷重の条件で測定され
るＭＦＲが１０～５０ｇ／１０分である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
［４］ 前記エチレン・α－オレフィン共重合体１００重量部に対し、シランカップリン
グ剤０．１～５重量部と、架橋剤０．１～３重量部と、が含まれる［１］～［３］のいず
れか一つに記載の太陽電池封止材。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
［７］　前記架橋剤の１分間半減期温度が１００～１８０℃の範囲にある［４］～［６］
のいずれか一つに記載の太陽電池封止材。
［８］　前記エチレン・α－オレフィン共重合体の、重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分
子量（Ｍｎ）との比で表される分子量分布Ｍｗ／Ｍｎが１．２～３．５の範囲にある［１
］～［７］のいずれか一つに記載の太陽電池封止材。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
［９］　シート状である［１］～［８］のいずれか一つに記載の太陽電池封止材。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
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　また、本発明によれば、以下に示す太陽電池封止材の製造方法が提供される。
　［１０］　前記［９］に記載の太陽電池封止材の製造方法であって、前記エチレン系樹
脂組成物を、溶融押出成形にて膜状に成形することを含む太陽電池封止材の製造方法。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　更に、本発明によれば、以下に示す太陽電池モジュールが提供される。
　［１１］　表面側透明保護部材と、裏面側保護部材と、太陽電池素子と、前記［９］に
記載の太陽電池封止材を架橋させて形成される、前記太陽電池素子を前記表面側透明保護
部材と前記裏面側保護部材との間に封止する封止層と、を備えた太陽電池モジュール。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７４】
【表１】
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